
づ
い
て
改
正
す
る
も
の
で
、
改
正

理
由
が
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
括
条
例
と
し
て
提
案
し
た
も
の

で
あ
る
。

○
令
和
２
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算	

（
原
案
可
決
）

　

９
月
補
正
後
の
諸
情
勢
の
変
化

に
伴
い
、
各
種
経
費
を
措
置
す
る

も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１

億
３
２
６
７
万
５
千
円
を
追
加
し
、

予
算
の
総
額
を
３
６
２
億
６
２
４

２
万
１
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
、
民

生
費
で
は
、
障
害
者
福
祉
費
の
自

立
支
援
医
療
費
に
お
い
て
、
更
生

医
療
を
利
用
す
る
生
活
保
護
受
給

者
の
増
加
に
よ
り
不
足
が
見
込
ま

れ
る
ほ
か
、
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時

特
別
給
付
金
の
再
支
給
に
つ
い
て
、

国
が
閣
議
決
定
し
た
こ
と
か
ら
、

追
加
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

商
工
費
で
は
、
県
の
補
助
金
を

活
用
し
、
商
店
街
が
実
施
す
る
Ｌ

Ｅ
Ｄ
街
路
灯
の
整
備
事
業
に
対
す

る
補
助
金
を
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

教
育
費
で
は
、
小
・
中
学
校
の

学
習
用
端
末
の
整
備
に
伴
い
、
Ｗ

ｉ–

Ｆ
ｉ
環
境
の
な
い
家
庭
で
も

端
末
が
活
用
で
き
る
よ
う
貸
出
用

ル
ー
タ
ー
を
購
入
す
る
た
め
の
経

費
を
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
歳
出
を
賄
う

財
源
は
、
地
方
交
付
税
、
国
・
県

支
出
金
及
び
繰
越
金
に
よ
り
措
置

す
る
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

商
店
街
等
施
設
整
備
事
業
補

助
金
の
補
助
率
は
。

　
　

総
事
業
費
の
３
分
の
１
ず
つ

を
県
と
市
が
補
助
し
て
お
り
、
事

業
者
も
３
分
の
１
を
負
担
し
て
い

た
だ
く
。

　
　

街
路
灯
と
防
犯
灯
の
違
い
は
。

　
　

商
店
街
の
街
路
灯
は
、
夜
間

の
商
店
街
の
商
業
活
動
に
資
す
る

も
の
で
、
商
店
街
が
共
同
設
置
・

管
理
し
て
い
る
の
に
対
し
、
防
犯

灯
は
生
活
道
路
で
の
犯
罪
防
止
等

を
主
な
目
的
と
し
て
、
自
治
会
が

設
置
・
管
理
し
て
い
る
。

　
　

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給

付
金
に
つ
い
て
、
新
た
に
対
象
と

な
る
方
へ
の
周
知
方
法
は
。

　
　

対
象
者
に
は
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
等
以
外
に
、
家
計
が
急
変

し
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
と
同

等
の
所
得
ま
で
下
が
っ
た
方
も
含

ま
れ
て
お
り
、
潜
在
的
に
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
に

対
し
て
は
、
市
報
や
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
等
を
通
し
て
制
度
の
周
知
を

図
っ
て
い
き
た
い
。

○
第
６
次
行
田
市
総
合
振
興
計
画

基
本
構
想
に
つ
い
て

	

（
継
続
審
議
）

　

本
市
の
最
上
位
計
画
で
あ
る
総

合
振
興
計
画
は
、
市
の
長
期
的
な

ま
ち
づ
く
り
の
方
針
、
将
来
像
、

そ
の
実
現
の
手
段
等
を
総
合
的
、

体
系
的
に
示
す
市
政
運
営
の
総
合

指
針
と
な
る
も
の
で
、
本
年
度
を

も
っ
て
計
画
期
間
が
終
了
と
な
る

こ
と
か
ら
、
新
た
に
令
和
３
年
度

か
ら
令
和
12
年
度
ま
で
を
計
画
期

間
と
し
た
第
６
次
行
田
市
総
合
振

興
計
画
基
本
構
想
を
定
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

第
５
次
総
合
振
興
計
画
の
目

標
人
口
は
８
万
７
０
０
０
人
だ
が
、

結
果
は
７
０
０
０
人
下
回
っ
た
。

3　　ぎょうだ議会だより

その他
総
合
振
興
計
画

　
　

基
本
構
想
の
審
査

10
月
に
は
具
体
的
な
再
編
成
に
向

け
た
協
議
を
行
う
準
備
委
員
会
及

び
専
門
部
会
を
設
置
し
た
。
専
門

部
会
で
は
、
新
た
な
学
校
名
の
ほ

か
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
、
Ｐ

Ｔ
Ａ
の
組
織
活
動
、
子
ど
も
た
ち

が
着
用
す
る
ジ
ャ
ー
ジ
の
選
定
な

ど
継
続
し
て
協
議
い
た
だ
い
て
お

り
、
最
終
的
に
は
準
備
委
員
会
に

お
い
て
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

　
　

星
宮
小
学
校
の
校
舎
や
跡
地

は
、
ど
の
よ
う
な
活
用
を
考
え
て

い
る
の
か
。

　
　

都
市
計
画
法
に
よ
り
土
地
利

用
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
地
域
に

立
地
し
て
お
り
、
公
共
施
設
以
外

で
の
利
活
用
は
難
し
い
こ
と
か
ら
、

公
共
施
設
と
し
て
の
利
活
用
に
向

け
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

○
行
田
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例	

（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
改
正
に
伴
い
、
電
気
自

動
車
用
急
速
充
電
設
備
の
全
出
力

の
上
限
を
従
前
の
50
キ
ロ
ワ
ッ
ト

か
ら
２
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ま
で
拡

大
し
、
火
災
予
防
上
必
要
な
安
全

対
策
を
講
じ
る
た
め
、
急
速
充
電

設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に

関
す
る
基
準
を
改
め
る
と
と
も
に
、

全
出
力
50
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る

急
速
充
電
設
備
に
つ
い
て
、
消
防

長
へ
の
届
出
の
対
象
と
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

○
行
田
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	
（
原
案
可
決
）

　

人
事
院
勧
告
及
び
埼
玉
県
人
事

委
員
会
勧
告
を
踏
ま
え
、
本
市
職

員
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
を
０
・

０
５
月
分
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、

市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
特

別
職
に
つ
い
て
も
、
期
末
手
当
の

支
給
月
数
を
同
様
に
引
き
下
げ
る

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

改
正
案
で
は
、
特
別
職
と
一

般
職
を
一
括
議
案
と
し
て
提
案
し

て
い
る
が
、
判
断
基
準
が
異
な
る

の
で
、
議
案
を
分
け
る
べ
き
と
考

え
る
が
、
そ
の
理
由
は
。

　
　

い
ず
れ
も
人
事
院
勧
告
に
基

補正予算
補
正
総
額

１
億
３
２
６
７
万
円
余
り

問答

問問問 答答

答
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